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► 福井青色申告会第 60 回定期総会の結果   

第 60 回定期総会が去る５月 24 日開催され、全ての議案が原案どおり可決されました。 
(1) 会費納入基準変更  年額 12,000円 令和 3年分の会費より適用する。 

(2) 令和 3年度事業計画   ① 税制政策活動の推進  ② 組織運営の強化   

③ 指導相談活動の充実  ④ 各種事業等の普及・拡大 
(3) 令和 2年度決算及び令和 3年度予算                （単位：円） 

収 入 の 部 支 出 の 部 
科  目 2 年度決算 3 年度予算 科  目 2 年度決算 3 年度予算 

前 期 繰 越 金 
会 費 収 入 
事 業 収 入 
雑 収 入 
 
 

833,069 
10,441,000 

4,323,599 
420,406 

 
 

653,105 
11,426,000 
3,270,000 

150,895 
 

 

事 業 費 
会  議  費 
管  理  費 
租 税 公 課 
退   職   金 
予   備   費 
次 期 繰 越 金 

1,271,923 
174,559 

12,039,852 
80,000 

1,798,635 
 

653,105 

1,675,000 
180,000 

12,430,000 
80,000 

0 
1,135,000 

0 
合   計 16,018,074 15,500,000 合   計 16,018,074 15,500,000 

(4) 会則の改正について  常任理事・女性部を削除  

(5)  会員数の状況 
     令和 3年 3月 31日現在の会員数は、898人であり、前年度末に比べ 2人の増となり 

ました。会員増強につきまして皆様のご協力をお願いいたします。 

※ 第 60 回定期総会議案書をご覧になりたい方は、事務局にご連絡ください。  

▶ 令和３年度会費について 

令和３年度の会費につきましては、５月 24日の総会で年会費 12,000円の承認を受けました

ので、口座振替を利用されている方につきましては、６月２５日（金）にご指定の金融機関か

ら振替納入手続をさせていただきます。  

     また、口座振替を利用されていない方につきましては、支部長・班長さんを通じて納入して

いただくか、本会への振込にて納入方お願いいたします。 

     （既納の会費は会則第７条３に基づき返金出来ないこととなっております。） 

► 源泉所得税中間納付の個別相談会ご案内 

従業員（専従者を含む）給与・賃金等の源泉所得税中間納付個別相談会を、７月 12 日の 
納付期限にあわせて実施しますので、是非ご利用ください。 

開催日  ７月９日 (金)・ １２日 (月)              ～詳しくは別紙参照～ 

► 郵便局の簡易保険の契約をされている方で団体扱いにされていない方へ！ 

   郵便局の簡易保険の契約をされている方で、証券番号が 3325 又は 3326 で始まる保険の方

は、福井青色申告会の団体保険扱いにされると保険料の割引が適用される場合がありますので、

証券番号を確認し事務局へお問い合わせください。 



► パソコンを使って記帳・決算・申告が楽々！ 今なら会計ソフトも指導も無料 

    青色申告特別控除 65万円の適用、消費税の複数税率・軽減税率対応の記帳・申告、計算 

の複雑な減価償却費関係の処理、さらには、イ－タックスへの対応のためにも ｢初心者にやさ 

しい ｣パソコン会計ソフト｢ブル－リタ－ンＡ｣を使って記帳等をしてみませんか。 

   今なら、ブルーリターンＡのソフト（単年版）、教材、指導等が無料です。 

ご希望の方（会員以外の方も歓迎）は、６月 30日（水）までに事務局へご連絡ください。 

► 会計ソフト「ブルーリターンＡ」をお使いの方へ！ 
   会計ソフト「ブルーリターンＡ」で記帳をされている方は、令和３年度分の記帳点検や 

質問等をお聞きしますので、下記の期間に予約してからお越しください。 

日 時 ６月２１日（月）～ ７月８日（木） 

時 間 午前の部  ９時 ～ １２時 

                午後の部 １３時 ～ １７時 

► 福井県版持続化給付金に関するお知らせ！ 
   福井県版持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、 

令和２年の年間売上に給付金等を加えた額が、令和元年の年間売上に比べ 10％以上減少して

いる事業者の方に、10 万円給付されます。 

   ★受付期間 令和３年７月１６（金）まで 

   ★受付方法 申請書類を下記の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送 

         持参による申請は受け付けていません。 
 
 
 
 
         ※令和３年７月１６日（金）の消印有効です。 
         切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。 

   ★申請に必要な書類の入手方法 
      （１）「福井県版持続化給付金」のホームページからダウンロード 
      （２）県内各商工会、商工会議所、商工会連合会の窓口 

   ※申請が困難な方は、福井青色申告会事務局までお問い合わせください。 
 

 

 

 

 
 

お 問 合 せ 先 

福井市西木田２-８-１ 福井商工会議所ビル３階 

福井青色申告会 事務局 TEL(33)1670／FAX(33)1671 

http://fukuiaoiro.com 
 

 
 

 

宛先 〒910-8691 福井中央郵便局留め 

   福井県版持続化給付金申請事務局 宛て 
 

http://fukuiaoiro.com/

